
吹 田 市 立 南 山 田 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則   

  

第 １ 章 　 役 員、 委 員 会 及 び 部   

  

第 １ 条 　 Ｐ Ｔ Ａ 規 約 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き、 役 員、 委 員 会 及 び 部 の 運 営 及 び 組 織 体 系 に つ い 

て、 以 下 の と お り 定 め る。   

  

第 ２ 条 　 役 員 会 に お い て 構 成 さ れ る 役 員 を、 本 部 役 員 と 呼 ぶ。   

  

第 ３ 条 　 各 学 年 は、 役 員 会 の 定 め る 方 法 を 参 考 に し な が ら、 行 事 委 員、 広 報 委 員、 文 化 委 員、 生 活 委 

員 は、 学 年 ご と に 学 級 数 分 の 人 数 を 各々 選 出 す る。 推 薦 委 員 は 学 年 ご と に 各 ２ 名 選 出 す る。   

２ ． 各 委 員 は、 Ｐ Ｔ Ａ 活 動 に 協 力 し な け れ ば な ら な い。   

  

第 ４ 条 　 行 事 委 員 会 は、 学 校 お よ び 地 域 の 諸 活 動 が 円 滑 に 遂 行 で き る よ う、 活 動 と サ ポー ト を 行 う 　 　 　 

　 　    為 に 設 け る。   

２ ． 行 事 委 員 会 の 構 成 員 は、 学 年 ご と に 学 年 の 学 級 数 分 の 人 数 を 各々 選 出 す る。 構 成 員 う ち、 ２ 

名 を 委 員 長 と す る。   

  

第 ５ 条 　 広 報 委 員 会 は、 Ｐ Ｔ Ａ 活 動 の 意 義 及 び 諸 活 動 に つ い て、 会 員 の 認 識 を 深 め る と と も に、 他 の 団 

体 と の 情 報 交 換 に 資 す る 広 報 等 の 作 成、 配 布 を 行 う た め に 設 け る。   

２ ． 広 報 委 員 会 の 構 成 員 は、 学 年 ご と に 学 年 の 学 級 数 分 の 人 数 を 各々 選 出 す る。 構 成 員 う ち、 ２ 

名 を 委 員 長 と す る。   

  

第 ６ 条 　 文 化 委 員 会 は、 会 員 相 互 の 親 睦 と、 校 内 の 整 備 と 児 童 の 福 利 厚 生 を 図 る た め に 設 け る。   

２ ． 文 化 委 員 会 の 構 成 員 は、 学 年 ご と に 学 年 の 学 級 数 分 の 人 数 を 各々 選 出 す る。 構 成 員 う ち、 ２ 

名 を 委 員 長 と す る。   

３ ． 文 化 委 員 会 は、 吹 田 市 が 推 進 す る 「家 庭 教 育 学 級」 に つ い て 委 託 を 受 け、 活 動 を 行 う。   

４ ． 文 化 委 員 会 内 に 「家 庭 教 育 学 級 班」 を 設 け る。 ま た、 そ の 班 員 は ８ 名 ま で と し、 そ の 班 員 の う ち 

か ら １ 名 の 班 長 を 互 選 す る。   

５ ． 家 庭 教 育 学 級 班 員 に 立 候 補 で き る 会 員 は、 選 出 時 点 に お い て、 委 員 選 出 対 象 児 童 が 在 籍 し 

て い る 会 員 と す る。 ま た、 班 員 の 選 出 に つ い て は、 家 庭 教 育 学 級 班 と 本 部 役 員 の 活 動 に て お 

こ な う。   

  

第 ７ 条 　 生 活 委 員 会 は、 児 童 の 健 全 な 育 成 を 図 り、 地 域 の 環 境 整 備 な ど を 行 う た め に 設 け る。   

２ ． 生 活 委 員 会 の 構 成 員 は、 学 年 ご と に 学 年 の 学 級 数 分 の 人 数 を 各々 選 出 す る。 構 成 員 う ち、 ２ 

名 を 委 員 長 と す る。   

  

第 ８ 条 　 推 薦 委 員 会 は、 役 員 候 補 者 を 総 会 に て 推 薦 す る た め に 設 け る。   

２ ． 推 薦 委 員 会 の 構 成 員 は、 学 年 ご と に 各 ２ 名 選 出 す る。 構 成 員 の う ち、 ２ 名 を 委 員 長 と す る。   

  

第 ９ 条 　 教 職 員 部 は、 本 会 の 会 員 で あ る 教 職 員 に よっ て 構 成 さ れ、 Ｐ Ｔ Ａ 活 動 の な か で 両 輪 の 一 端 を 

担 う も の で あ る。   

２ ． 教 職 員 部 は、 各 １ 名 の 書 記、 会 計、 会 計 監 査 及 び 教 職 員 部 長 を 互 選 す る。 な お、 教 職 員 部 長 

は、 書 記、 会 計、 会 計 監 査 を 兼 ね る こ と が で き る。   

  

  

  

  

  

  

細   1   
  



第 ２ 章 　 役 員 等 候 補 者 の 選 出   

  

第 １ ０ 条 　 Ｐ Ｔ Ａ 規 約 第 １ ０ 条 第 ４ 項 に 基 づ き、 役 員 等 候 補 者 の 選 出 に つ い て、 以 下 の と お り 定 め る。   

  

第 １ １ 条 　 推 薦 委 員 会 は、 次 の 者 を もっ て 組 織 し 活 動 す る。   

（１） 推 薦 委 員。   

（２） 教 頭・ 役 員 は 助 言 者 と し て 参 画 す る。   

  

第 １ ２ 条 　 推 薦 活 動 は PTA 規 約 第 26 条 １ 項 に あ た り、 第 27 条 で 記 載 さ れ た 個 人 情 報 を 利 用 す る こ と が 

で き る。   

２ ． 各 委 員 選 出 時 に 得 ら れ た 委 員 歴 を 踏 ま え て 推 薦 活 動 を 行 う。   

３ ． 個 人 情 報 を 使 用 し た 推 薦 活 動 は PTA 室 の み で 行 い、 持 ち 出 し を 禁 止 す る。   

  

第 １ ３ 条 　 会 員 は、 推 薦 委 員 会 で 定 め た 期 日 ま で に、 役 員 被 推 薦 者 と な る た め に 立 候 補 す る こ と が で 

き る。 ま た、 こ の 意 志 は 形 式 を 問 わ ず、 推 薦 委 員 長 に 対 し て す る こ と が で き る。   

  

第 １ ４ 条 　 推 薦 委 員 長 は 推 薦 委 員 会 に よ り 推 薦 さ れ た 役 員 候 補 者 を、 総 会 の １ 週 間 前 ま で に 全 会 員 に 

通 知 し な け れ ば な ら な い。 こ の 場 合、 事 前 に 被 候 補 者 の 同 意 を 得 て お か な け れ ば な ら な い。   

  

第 １ ５ 条 　 （削 除）   

  

第 １ ６ 条 　 役 員 候 補 者 の 追 加 推 薦 に つ い て は、 総 会 に お い て、 書 面 を もっ て 推 薦 委 員 会 に 対 し て す る 

こ と が で き る。 但 し、 推 薦 者 は 被 推 薦 者 の 同 意 を 事 前 に 得 た 上、 ２ ０ 名 以 上 の 連 署 し た 推 薦 

状 を、 推 薦 委 員 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い。   

  

第 １ ７ 条 　 役 員 選 挙 に お い て は、 本 部 役 員 が 選 挙 管 理 者 と な る。   

  

第 １ ８ 条 　 Ｐ Ｔ Ａ 規 約 第 １ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る ２ 名 の 会 計 監 査 役 に つ い て は、 教 職 員 部 よ り １ 名、 前 年 

度 運 営 委 員 会 委 員 の う ち か ら １ 名 を 選 出 す る。 な お、 前 年 度 運 営 委 員 会 委 員 か ら の 選 出 に 

つ い て は、 運 営 委 員 会 内 に て 互 選 を 行 う。   

  

  

第 ３ 章 　 委 員 及 び 委 員 長 の 選 出   

  

第 １ ９ 条 　 Ｐ Ｔ Ａ 規 約 第 ２ ２ 条 に 基 づ き、 各 委 員 会 及 び 部 に お け る 委 員 及 び 部 員 の 選 出 方 法 に つ い て、 

以 下 の と お り 定 め る。   

  

第 ２ ０ 条 　 委 員 の 選 出 人 数 に つ い て は、 行 事、 文 化、 広 報、 生 活 委 員 は、 学 年 ご と に、 委 員 選 出 時 学 

級 数 分 （見 込 み） の 人 数 を 選 出 す る。 推 薦 委 員 は 学 年 ご と に 各 ２ 名 選 出 す る。   

２ ． 会 員 は、 在 学 児 童 1 人 に つ き、 6 年 間 に 最 低 1 回 委 員 を す る。   

  

第 ２ １ 条 委 員 の 免 除 に つ い て、 以 下 に 該 当 す る 会 員 は、 選 出 年 度 に お い て 委 員 免 除 対 象 者 と す る。   

（１） 南 山 田 小 学 校 の PTA 役 員 経 験 者、 及 び 平 成 ２ ６ 年 度 ま で の 会 計 監 査 役 経 験 者、 及 び 選 

出 年 度 に お い て 南 山 田 小 学 校 の PTA 役 員 に 決 まっ て い る 会 員。   

（２） 選 出 年 度 に お い て 南 山 田 幼 稚 園、 及 び 山 田 中 学 校 PTA 本 部 役 員 に 決 まっ て い る 会 

員。   

（３） 選 出 年 度 に お い て 家 庭 教 育 学 級 班 員 に 決 まっ て い る 会 員。   

（４） 選 出 年 度 に お い て、 上 の 学 年 で 委 員 に 決 まっ て い る 会 員。   

（５） 4 月 1 日 時 点 で 3 歳 未 満 の 子 ど も を 持 つ 保 護 者   

  

細   2   
  



（６） 会 計 監 査 役 の 委 員 歴 対 象 年 度 が 選 出 年 度 に 該 当 す る 会 員。 な お、 委 員 暦 対 象 年 度 に 

つ い て は、 就 任 年 よ り ５ 年 間 の 未 就 学 の 児 童 に つ い て の 履 歴 を 残 す こ と が 出 来 る。   

（７） 該 当 児 童 で 過 去 に 委 員 歴 が あ る 会 員。 但 し、 2 巡 目 の 委 員 選 出 に お い て は 免 除 対 象 外 

と す る。   

（８） 学 校 が 免 除 と 認 め た 会 員。   

  

第 ２ ２ 条 　 各 委 員 会 に お け る 委 員 長 の 選 出 に つ い て は、 委 員 選 出 時 に 委 員 長 立 候 補 者 を 募 り、 先 行 

選 出 す る。 立 候 補 者 が 定 員 数 未 満 で 未 決 定 の 場 合 は、 委 員 長 選 出 に て 各 委 員 会 よ り 委 員 

長 を 選 出 す る。   

２ ． 行 事 委 員 会、 文 化 委 員 会、 広 報 委 員 会、 生 活 委 員 会、 推 薦 委 員 会 に お い て は、 各 委 員 会 よ 

り 委 員 長 を ２ 名 ず つ 選 出 す る。   

３ ． 教 職 員 部 に お い て は、 部 内 互 選 に て、 部 長 １ 名 を 選 出 す る。   

４ ． 委 員 長 歴、 平 成 ２ ６ 年 度 ま で の 家 庭 教 育 学 級 代 表 又 は 平 成 ２ ７ 年 度 家 庭 教 育 学 級 部 長 歴 

及 び 市 Ｐ 広 報 委 員 歴 の あ る 会 員 は、 永 年 委 員 長・ 班 長 免 除、 な ら び に 二 巡 目 委 員 選 出 永 年 

免 除 と す る。   

  

第 ２ ３ 条 　 委 員 選 出 の 手 順 に つ い て、 以 下 の と お り 定 め る。   

（１） 委 員 選 出 対 象 者 の 中 か ら 委 員 長 立 候 補 者 を 募 り 選 出 す る。 但 し、 委 員 長 の 立 候 補 は 委 

員 を し て い な い 上 の 子 の 学 年 で の 立 候 補 と す る。   

　 　 　 委 員 長 立 候 補 が 定 員 （２ 名） 未 満 で 未 決 定 の 場 合 は、 委 員 選 出 後 別 途 開 催 さ れ る 委 員 

長 選 出 に て、 各 委 員 会 の 構 成 員 の う ち か ら 委 員 長 を 互 選 す る。   

（２） 委 員 長 先 行 選 出 に て 決 定 し た 委 員 長 の 人 数 を 引 い た 残 り の 定 員 を、 学 年 ご と に 選 出 す 

る。   

（３） 委 員 選 出 対 象 者 の 中 か ら 各 委 員 の 立 候 補 者 を 募 り 抽 選 で 選 出 す る。 但 し、 上 の 子 で 委 

員 を し て い な い 会 員 は、 立 候 補 不 可 と す る。   

（４） 立 候 補 が 委 員 定 数 よ り 複 数 あっ た 委 員 は、 そ の 中 か ら 抽 選 で 選 出 を 行 う。   

（５） 立 候 補 が 委 員 定 数 に 満 た な い 委 員 の 立 候 補 者 は そ の 委 員 に 決 定 し、 足 り な い 数 を 委 

員 未 決 定 の 委 員 選 出 対 象 者 の 中 か ら 抽 選 で 選 出 を 行 う。   

（６） 兄 弟 姉 妹 が 在 学 の 場 合 に お い て、 上 の 子 で 委 員 を し て い な い 会 員 は、 上 の 子 が 優 先 と 

な る。 ま た、 そ の 場 合、 下 の 子 で の 委 員 立 候 補 は 不 可 と な る。   

（７） ２ 年 生 か ら ６ 年 生 の 各 委 員 決 定 後、 委 員 未 経 験 者 の 委 員 選 出 対 象 者 の 中 か ら、 補 欠 を 

抽 選 で 選 出 を 行 う。   

（８） 補 欠 に つ い て は、 ２ 年 生 か ら ６ 年 生 よ り ２ ０ 名 を 選 出 す る。 ま た、 補 欠 の 立 候 補 は で き な 

い。   

（９） ６ 年 生 は 委 員 未 経 験 者 全 員 を 補 欠 と す る。   

（１ ０） （９） の 人 数 が ２ ０ 名 未 満 の 場 合、 残 り の 人 数 を ２ 年 生 か ら ５ 年 生 の う ち 委 員 未 決 定 の 第 

二 希 望 者 か ら 選 出 を 行 い、 更 に ２ ０ 名 に 満 た な い 場 合 は、 委 員 未 経 験 者 よ り 残 り の 補 欠 

人 数 を 抽 選 に て 選 出 す る。 そ の 際 の 選 出 優 先 順 位 は ５ 年 生、 ４ 年 生、 ３ 年 生、 ２ 年 生 と す 

る。   

（１ １） 委 員 に 欠 員 が 出 た 場 合、 補 欠 か ら 委 員 に 繰 り 上 げ る。 な お、 優 先 順 位 は、 補 欠 選 出 時 

に 抽 選 に て 選 出 さ れ た 順 と す る。   

（１ ２） 補 欠 は 委 員 歴 を 付 与 し な い。 但 し、 年 度 途 中 で 委 員 に 繰 り 上 がっ た 場 合 は 委 員 歴 を 

付 与 す る も の と す る。 ま た、 欠 員 に よ る 繰 上 げ に つ い て は、 各 委 員 会 で 検 討 を 行 い、 可 

決 後 本 部 役 員 の 了 承 に よ り 決 定 す る。   

  

  

  

  

  

  

細   3   
  



第 ２ ４ 条 　 二 巡 目 委 員 選 出 に つ い て、 第 二 希 望 選 出 決 定 後、 さ ら に 選 出 対 象 者 が そ の 学 年 の 委 員 定 

数 に 満 た な い 場 合、 児 童 1 人 に つ き 2 回 目 の 委 員 選 出 を 行 う こ と と す る。   

２ ． 二 巡 目 委 員 選 出 の 方 法 に つ い て は、 以 下 の と お り 定 め る。   

（１） １ 回 目 と 第 二 希 望 で の 委 員 選 出 に お い て、 決 定 者 数 が 委 員 定 数 に 満 た な い 場 合 は、 委 

員 歴 の 無 い 会 員 と 合 わ せ、 委 員 定 数 と な る よ う、 二 巡 目 委 員 候 補 者 を 委 員 免 除 対 象 者、 

な ら び に 委 員 長 経 験 者 以 外 の 会 員 か ら 抽 選 で 選 出 を 行 う。   

３ ． 二 巡 目 委 員 に 選 出 さ れ た 会 員 は、 選 出 年 度 の み 委 員 長 免 除 と な る。   

  

第 ２ ５ 条 　 本 部 役 員 は、 ６ 学 年 時 に お い て 委 員 経 験 の な い 会 員 に 対 す る PTA 活 動 へ の 参 加 要 請 を お 

こ な う。   

  

第 ２ ６ 条 　 委 員 及 び 委 員 長 選 出 に よ り 問 題 が 発 生 し た 場 合 は、 す べ て 本 部 役 員 の 判 断 に 一 任 す る。   

  

第 ２ ７ 条 　 （削 除）   

  

（附 則）   

役 員 選 出 細 則 は、 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ３ 日、 総 会 決 議 を もっ て 廃 止 す る。   

委 員 選 出 細 則 は、 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ３ 日、 総 会 決 議 を もっ て 廃 止 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ３ 日、 総 会 決 議 を もっ て 施 行 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ １ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 平 成 ２ ８ 年 １ 月 ９ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 平 成 ２ ８ 年 ９ 月 １ ０ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 平 成 ２ ９ 年 １ 月 １ ４ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ８ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ０ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 令 和 ２ 年 １ 月 １ １ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 令 和 ２ 年 4 月 ４ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ １ 日、 臨 時 総 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の Ｐ Ｔ Ａ 規 約 細 則 は、 令 和 ３ 年 ３ 月 ６ 日、 運 営 委 員 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

細   4   
  


